
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

地雷より危険な「規範の崩壊」 
田中極子 （国際社会学部 准教授） 

  
 今年 3 月、北大西洋条約機構（NATO）加盟
国であるポーランド、バルト三国（エストニア、
ラトビア、リトアニア）が、ロシアの軍事的脅威
を理由に対人地雷禁止条約（オタワ条約）から
離脱を発表した。4 月にはフィンランドも後に
続いた。これは単なる防衛政策の転換だけには
とどまらない。国際社会が長年かけて築いてき
た「非人道的な兵器を禁止する」という人道的
軍縮の規範が崩れ始めていることを意味している。 
オタワ条約は 1997年に採択され、地雷が戦後

も無差別に民間人を殺傷し続けていた現実に、
国際社会が立ち上がった結果であった。地雷は
誤って触れた子どもが犠牲になることが多く、
地雷による被害の 80％以上が子どもや非戦闘
員だったという現実が、人道的禁止の強い道義
的根拠であった。オタワ条約は現在 160 以上の
国と地域が加盟している。条約により、多くの
国が対人地雷の使用をやめ、除去や被害者支援
にも協力するようになった。オタワ条約は「人
道的軍縮」アプローチの先駆けであるとともに、
その基礎を築いてきたのである。 
しかしロシアによるウクライナ侵攻では、条

約の非締約国であるロシアによる大規模な地雷
使用が明らかになり、同じく非締約国であるア
メリカは、バイデン政権時の 2024 年 11 月に、
ウクライナに対人地雷を供与すると発表した。
ウクライナは条約の締約国である。 
今問われているのは、国際規範は守られるべ

きものなのか、それとも都合で破っても良いも
のなのか、という根本的な問いである。国際法

は、国内法のような警察による強制力を持たな
い。その効力は、各国が「自ら進んで守る」とい
う信頼の積み重ねによって保たれているとも言
える。だからこそ、一つの脱退や逸脱が、他国の
模倣や不信を呼び、規範そのものの意味を消し
去ってしまう。 
オタワ条約が崩れれば、次はクラスター爆弾、

化学兵器、さらには核兵器といった他の兵器に
関する規制にも波及する可能性がある。人道に
基づく国際秩序は、一つの糸が切れれば全体が
ほつれていくような繊細なバランスの上にある
のだ。 
だからこそ、私たち市民の目と声が重要だ。

オタワ条約は、NGOの運動が国際世論を喚起し、
条約に結実させた。国家間の合意であると同時
に、人類全体の倫理的な合意でもある。地雷を
再び使う自由ではなく、それを使わないと約束
しあうとこが、世界の安全を形作ってきた。地
雷の復活は、単なるひとつの兵器の問題ではな
く、より深刻なのは「ルールを守る」という約束
自体が軽んじられる世界の到来である。 
日本は、条約発効時からの締約国であり、長

年にわたりカンボジアでの地雷除去の支援を行
ってきた。ウクライナにも日本製の地雷探知機
を供与している。今年日本は、対人地雷禁止条
約締約国会議の議長国でもある。世界の分断が
広がる中で、「対立の中にあっても人道原則は譲
らない」という姿勢を、議長国として発信し、離
反の動きを食い止めることが期待される。 

 
 
 
 
 

No. 091（14 April 2025） 

 尹錫悦⼤統領の罷免 

冨樫 あゆみ 国際社会学部 准教授 

 
「非請求⼈（尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領）による違憲、違法
⾏為は、国⺠の信任を背反するものであり、憲法
守護の観点から受容することができない、重⼤な
違法⾏為である」。2025 年 4 ⽉ 4 ⽇、尹錫悦⼤統
領の弾劾訴追案を審判した憲法裁判所は、⼤統領
の罷免を宣告した。非常戒厳令が発布されてから、
122 ⽇目であった。⼤統領罷免が宣⾔された瞬間、
街頭では、歓声と悲鳴が同時に響き渡った。現⾏
の韓国憲政史において、これほど暗く、⻑い４か
⽉があっただろうか。  

12 ⽉ 14 ⽇に弾劾訴追案が国会で議決された後、
韓国は⼤統領弾劾をめぐって、弾劾賛成派と反対
派が激しく衝突した。独裁政権と闘った⺠主運動
陣営のみならず、⺠主主義を信頼する市⺠にとっ
て、尹錫悦⼤統領による戒厳令は明確な憲法違反
であり、違法⾏為であった。⺠主陣営の⾔論⼈ら
は、12 ⽉の非常戒厳令発布を、すでに権⼒を握る
者が、⾃らの権⼒をより拡⼤強化することを目的
とする⾃主クーデター（self-coup, coup from the 
top）であったと断罪した。弾劾賛成派である⺠
主野党は、非常戒厳令を共謀したことなどを理由
として、⼤統領代⾏を務める韓悳洙

ハ ン ド ク ス
 国務総理の弾

劾訴追案を国会通過させるなど、政治攻勢を強め
た。 

対する尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領は、憲法裁判所の審判に際
して直接弁論を⾏い、「戒厳令発布の目的は、野
党による不正選挙とスパイの実態を国⺠に啓蒙す
ることにあり、警告的性格であった」と詭弁を繰
り返した。⼤統領が所属する保守与党は、⼤統領
⽀持と弾劾反対を叫び続けた。保守与党の扇動に

答えるように、尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領を熱狂的に⽀持する
市⺠は、弾劾反対のデモを続けた。弾劾反対派は
過激化し、⼀部⽀持者は、1 ⽉ 19 ⽇⼤統領拘束令
状を発布したソウル⻄部地⽅法院（裁判所）を襲
撃した。その様⼦は、まさに、2021 年⽶国連邦議
会襲撃事件を彷彿とさせ、韓国社会は衝撃を受け
た。⽀持者２名が弾劾反対を叫び、焼⾝⾃殺した。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領が宣布した非常戒厳令は、韓国の
⾃由⺠主主義を脅かす存在として野党陣営を糾弾
し、戒厳軍が発布した布告令は、国⺠による政治
活動と⾔論の⾃由を制限した。これに対して、憲
法裁判所は、罷免宣告⽂において、尹政権に対す
る野党の政治攻勢を認めつつも、政権と野党の政
治対⽴は「⺠主主義的原理に則って解消されるべ
き政治的問題」であると述べた。 

正しく、そうなのだ。いかに様々に社会が分断
されようとも、双⽅間での応酬が激化しようとも、
それらを解消する⼿段が⺠主主義的価値観を毀損
するものであってはならない。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 は、内乱⾸魁（⾸謀者）罪で刑事訴追さ
れ、今後裁判が本格化する。尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 政権は、「⺠
主主義の守護者」を掲げる価値外交を展開し、⽇
韓関係を正常化し、⽇⽶韓協⼒の強化にも寄与し
てきた。しかしながら、「⺠主主義の守護者」が
韓国⺠主主義を蹂躙した罪は、あまりにも重い。 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

地雷より危険な「規範の崩壊」 
田中極子 （国際社会学部 准教授） 

  
 今年 3 月、北大西洋条約機構（NATO）加盟
国であるポーランド、バルト三国（エストニア、
ラトビア、リトアニア）が、ロシアの軍事的脅威
を理由に対人地雷禁止条約（オタワ条約）から
離脱を発表した。4 月にはフィンランドも後に
続いた。これは単なる防衛政策の転換だけには
とどまらない。国際社会が長年かけて築いてき
た「非人道的な兵器を禁止する」という人道的
軍縮の規範が崩れ始めていることを意味している。 
オタワ条約は 1997年に採択され、地雷が戦後

も無差別に民間人を殺傷し続けていた現実に、
国際社会が立ち上がった結果であった。地雷は
誤って触れた子どもが犠牲になることが多く、
地雷による被害の 80％以上が子どもや非戦闘
員だったという現実が、人道的禁止の強い道義
的根拠であった。オタワ条約は現在 160 以上の
国と地域が加盟している。条約により、多くの
国が対人地雷の使用をやめ、除去や被害者支援
にも協力するようになった。オタワ条約は「人
道的軍縮」アプローチの先駆けであるとともに、
その基礎を築いてきたのである。 
しかしロシアによるウクライナ侵攻では、条

約の非締約国であるロシアによる大規模な地雷
使用が明らかになり、同じく非締約国であるア
メリカは、バイデン政権時の 2024 年 11 月に、
ウクライナに対人地雷を供与すると発表した。
ウクライナは条約の締約国である。 
今問われているのは、国際規範は守られるべ

きものなのか、それとも都合で破っても良いも
のなのか、という根本的な問いである。国際法

は、国内法のような警察による強制力を持たな
い。その効力は、各国が「自ら進んで守る」とい
う信頼の積み重ねによって保たれているとも言
える。だからこそ、一つの脱退や逸脱が、他国の
模倣や不信を呼び、規範そのものの意味を消し
去ってしまう。 
オタワ条約が崩れれば、次はクラスター爆弾、

化学兵器、さらには核兵器といった他の兵器に
関する規制にも波及する可能性がある。人道に
基づく国際秩序は、一つの糸が切れれば全体が
ほつれていくような繊細なバランスの上にある
のだ。 
だからこそ、私たち市民の目と声が重要だ。

オタワ条約は、NGOの運動が国際世論を喚起し、
条約に結実させた。国家間の合意であると同時
に、人類全体の倫理的な合意でもある。地雷を
再び使う自由ではなく、それを使わないと約束
しあうとこが、世界の安全を形作ってきた。地
雷の復活は、単なるひとつの兵器の問題ではな
く、より深刻なのは「ルールを守る」という約束
自体が軽んじられる世界の到来である。 
日本は、条約発効時からの締約国であり、長

年にわたりカンボジアでの地雷除去の支援を行
ってきた。ウクライナにも日本製の地雷探知機
を供与している。今年日本は、対人地雷禁止条
約締約国会議の議長国でもある。世界の分断が
広がる中で、「対立の中にあっても人道原則は譲
らない」という姿勢を、議長国として発信し、離
反の動きを食い止めることが期待される。 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

地雷より危険な「規範の崩壊」 
田中極子 （国際社会学部 准教授） 

  
 今年 3 月、北大西洋条約機構（NATO）加盟
国であるポーランド、バルト三国（エストニア、
ラトビア、リトアニア）が、ロシアの軍事的脅威
を理由に対人地雷禁止条約（オタワ条約）から
離脱を発表した。4 月にはフィンランドも後に
続いた。これは単なる防衛政策の転換だけには
とどまらない。国際社会が長年かけて築いてき
た「非人道的な兵器を禁止する」という人道的
軍縮の規範が崩れ始めていることを意味している。 
オタワ条約は 1997年に採択され、地雷が戦後

も無差別に民間人を殺傷し続けていた現実に、
国際社会が立ち上がった結果であった。地雷は
誤って触れた子どもが犠牲になることが多く、
地雷による被害の 80％以上が子どもや非戦闘
員だったという現実が、人道的禁止の強い道義
的根拠であった。オタワ条約は現在 160 以上の
国と地域が加盟している。条約により、多くの
国が対人地雷の使用をやめ、除去や被害者支援
にも協力するようになった。オタワ条約は「人
道的軍縮」アプローチの先駆けであるとともに、
その基礎を築いてきたのである。 
しかしロシアによるウクライナ侵攻では、条

約の非締約国であるロシアによる大規模な地雷
使用が明らかになり、同じく非締約国であるア
メリカは、バイデン政権時の 2024 年 11 月に、
ウクライナに対人地雷を供与すると発表した。
ウクライナは条約の締約国である。 
今問われているのは、国際規範は守られるべ

きものなのか、それとも都合で破っても良いも
のなのか、という根本的な問いである。国際法

は、国内法のような警察による強制力を持たな
い。その効力は、各国が「自ら進んで守る」とい
う信頼の積み重ねによって保たれているとも言
える。だからこそ、一つの脱退や逸脱が、他国の
模倣や不信を呼び、規範そのものの意味を消し
去ってしまう。 
オタワ条約が崩れれば、次はクラスター爆弾、

化学兵器、さらには核兵器といった他の兵器に
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基づく国際秩序は、一つの糸が切れれば全体が
ほつれていくような繊細なバランスの上にある
のだ。 
だからこそ、私たち市民の目と声が重要だ。

オタワ条約は、NGOの運動が国際世論を喚起し、
条約に結実させた。国家間の合意であると同時
に、人類全体の倫理的な合意でもある。地雷を
再び使う自由ではなく、それを使わないと約束
しあうとこが、世界の安全を形作ってきた。地
雷の復活は、単なるひとつの兵器の問題ではな
く、より深刻なのは「ルールを守る」という約束
自体が軽んじられる世界の到来である。 
日本は、条約発効時からの締約国であり、長

年にわたりカンボジアでの地雷除去の支援を行
ってきた。ウクライナにも日本製の地雷探知機
を供与している。今年日本は、対人地雷禁止条
約締約国会議の議長国でもある。世界の分断が
広がる中で、「対立の中にあっても人道原則は譲
らない」という姿勢を、議長国として発信し、離
反の動きを食い止めることが期待される。 

 
 
 
 
 

No. 091（14 April 2025） 

 尹錫悦⼤統領の罷免 

冨樫 あゆみ 国際社会学部 准教授 

 
「非請求⼈（尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領）による違憲、違法
⾏為は、国⺠の信任を背反するものであり、憲法
守護の観点から受容することができない、重⼤な
違法⾏為である」。2025 年 4 ⽉ 4 ⽇、尹錫悦⼤統
領の弾劾訴追案を審判した憲法裁判所は、⼤統領
の罷免を宣告した。非常戒厳令が発布されてから、
122 ⽇目であった。⼤統領罷免が宣⾔された瞬間、
街頭では、歓声と悲鳴が同時に響き渡った。現⾏
の韓国憲政史において、これほど暗く、⻑い４か
⽉があっただろうか。  

12 ⽉ 14 ⽇に弾劾訴追案が国会で議決された後、
韓国は⼤統領弾劾をめぐって、弾劾賛成派と反対
派が激しく衝突した。独裁政権と闘った⺠主運動
陣営のみならず、⺠主主義を信頼する市⺠にとっ
て、尹錫悦⼤統領による戒厳令は明確な憲法違反
であり、違法⾏為であった。⺠主陣営の⾔論⼈ら
は、12 ⽉の非常戒厳令発布を、すでに権⼒を握る
者が、⾃らの権⼒をより拡⼤強化することを目的
とする⾃主クーデター（self-coup, coup from the 
top）であったと断罪した。弾劾賛成派である⺠
主野党は、非常戒厳令を共謀したことなどを理由
として、⼤統領代⾏を務める韓悳洙

ハ ン ド ク ス
 国務総理の弾

劾訴追案を国会通過させるなど、政治攻勢を強め
た。 

対する尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領は、憲法裁判所の審判に際
して直接弁論を⾏い、「戒厳令発布の目的は、野
党による不正選挙とスパイの実態を国⺠に啓蒙す
ることにあり、警告的性格であった」と詭弁を繰
り返した。⼤統領が所属する保守与党は、⼤統領
⽀持と弾劾反対を叫び続けた。保守与党の扇動に

答えるように、尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領を熱狂的に⽀持する
市⺠は、弾劾反対のデモを続けた。弾劾反対派は
過激化し、⼀部⽀持者は、1 ⽉ 19 ⽇⼤統領拘束令
状を発布したソウル⻄部地⽅法院（裁判所）を襲
撃した。その様⼦は、まさに、2021 年⽶国連邦議
会襲撃事件を彷彿とさせ、韓国社会は衝撃を受け
た。⽀持者２名が弾劾反対を叫び、焼⾝⾃殺した。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 ⼤統領が宣布した非常戒厳令は、韓国の
⾃由⺠主主義を脅かす存在として野党陣営を糾弾
し、戒厳軍が発布した布告令は、国⺠による政治
活動と⾔論の⾃由を制限した。これに対して、憲
法裁判所は、罷免宣告⽂において、尹政権に対す
る野党の政治攻勢を認めつつも、政権と野党の政
治対⽴は「⺠主主義的原理に則って解消されるべ
き政治的問題」であると述べた。 

正しく、そうなのだ。いかに様々に社会が分断
されようとも、双⽅間での応酬が激化しようとも、
それらを解消する⼿段が⺠主主義的価値観を毀損
するものであってはならない。 

尹
ユン

錫
ソン

悦
ヨル

 は、内乱⾸魁（⾸謀者）罪で刑事訴追さ
れ、今後裁判が本格化する。尹

ユン
錫
ソン

悦
ヨル

 政権は、「⺠
主主義の守護者」を掲げる価値外交を展開し、⽇
韓関係を正常化し、⽇⽶韓協⼒の強化にも寄与し
てきた。しかしながら、「⺠主主義の守護者」が
韓国⺠主主義を蹂躙した罪は、あまりにも重い。 
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地雷より危険な「規範の崩壊」 
田中極子 （国際社会学部 准教授） 

  
 今年 3 月、北大西洋条約機構（NATO）加盟
国であるポーランド、バルト三国（エストニア、
ラトビア、リトアニア）が、ロシアの軍事的脅威
を理由に対人地雷禁止条約（オタワ条約）から
離脱を発表した。4 月にはフィンランドも後に
続いた。これは単なる防衛政策の転換だけには
とどまらない。国際社会が長年かけて築いてき
た「非人道的な兵器を禁止する」という人道的
軍縮の規範が崩れ始めていることを意味している。 
オタワ条約は 1997年に採択され、地雷が戦後

も無差別に民間人を殺傷し続けていた現実に、
国際社会が立ち上がった結果であった。地雷は
誤って触れた子どもが犠牲になることが多く、
地雷による被害の 80％以上が子どもや非戦闘
員だったという現実が、人道的禁止の強い道義
的根拠であった。オタワ条約は現在 160 以上の
国と地域が加盟している。条約により、多くの
国が対人地雷の使用をやめ、除去や被害者支援
にも協力するようになった。オタワ条約は「人
道的軍縮」アプローチの先駆けであるとともに、
その基礎を築いてきたのである。 
しかしロシアによるウクライナ侵攻では、条

約の非締約国であるロシアによる大規模な地雷
使用が明らかになり、同じく非締約国であるア
メリカは、バイデン政権時の 2024 年 11 月に、
ウクライナに対人地雷を供与すると発表した。
ウクライナは条約の締約国である。 
今問われているのは、国際規範は守られるべ

きものなのか、それとも都合で破っても良いも
のなのか、という根本的な問いである。国際法

は、国内法のような警察による強制力を持たな
い。その効力は、各国が「自ら進んで守る」とい
う信頼の積み重ねによって保たれているとも言
える。だからこそ、一つの脱退や逸脱が、他国の
模倣や不信を呼び、規範そのものの意味を消し
去ってしまう。 
オタワ条約が崩れれば、次はクラスター爆弾、

化学兵器、さらには核兵器といった他の兵器に
関する規制にも波及する可能性がある。人道に
基づく国際秩序は、一つの糸が切れれば全体が
ほつれていくような繊細なバランスの上にある
のだ。 
だからこそ、私たち市民の目と声が重要だ。

オタワ条約は、NGOの運動が国際世論を喚起し、
条約に結実させた。国家間の合意であると同時
に、人類全体の倫理的な合意でもある。地雷を
再び使う自由ではなく、それを使わないと約束
しあうとこが、世界の安全を形作ってきた。地
雷の復活は、単なるひとつの兵器の問題ではな
く、より深刻なのは「ルールを守る」という約束
自体が軽んじられる世界の到来である。 
日本は、条約発効時からの締約国であり、長

年にわたりカンボジアでの地雷除去の支援を行
ってきた。ウクライナにも日本製の地雷探知機
を供与している。今年日本は、対人地雷禁止条
約締約国会議の議長国でもある。世界の分断が
広がる中で、「対立の中にあっても人道原則は譲
らない」という姿勢を、議長国として発信し、離
反の動きを食い止めることが期待される。 
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